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華

2: 1事前登録
高崎市 伊勢蟻

=
桐生市 藤 岡市 沼 田

栃本市 てヽ遺蕎 l~野市

野木町 糞岡市

審岡市   場韓市  みどり 太墨市  渋jl:市  下仁墨町  邑癸町 露東村  i
玉村 町   板港町 壬すヽ琴町 六泉町  安中市  ‐●

‐
楽町

壬生町 '31栃 木県 :

● :埼玉

51菫 京都

衛

　

一
総

一　

一
２

1苺前登録

事詢登藪 全市町

塁 霙要

練馬塁

葛飾区   足立区   大霜区   港区   日黒区 :1区  品輩i案  台東区  江戸1露 区  渡草璽

薔沼市  宇都宮市  足利市 葺光市  上三蔵町 高根涯町  下野市
勇卜須壌原市

‐‐ 佐久市 高

被

lV4本 市 塩尻 市 商牧村  末塞平
'

事前登録 藁 上興市  南 ク

峻審告知 中

:華 上越市 新発鶏帯

佐渡事

全 :PF=

四日市市

幕前登録
名古屋市 知立市 東海市 あまお
鑑江町

複警告知i 猥原市 愛西市

小海町

妙畜市  糸魚川市  村止 堅籠町  阿貿野蕎

盤j:!市   扶晏町 警 ヨ井 rl 鍵田市  みよ し市  大治町

121墳阜柴 舒1軸
登録卜褥

長 久

絞車市 壇市 幽県 rl

神戸町 露斐

瑞穂 巽市

自り:l町 菜 自11

岐

みま し市

安域市 日進市  長久手蘇 浦 菫螂町

巌露市 藩郡市 城 市 日進市
北名古屋市 3」

r富市   ―富市 携桑町 麗山町 量捜村 大 治町 警江町
飛島村 幸田町

爾 可児市 治 瑞浪寄  恵那市 主 絞

池躍町 垂井町 人 酎 蕎出市  中津 j:! 確 美譲加茂市
岐南町 笠松町 関ヶ原町 六野 町

't方

町  坂祝町 富無町 j::辺町

八百濠市

棄白■:村  地

取町  明日番村  山霧村

=郷
町   り:;西 町

和致山市  海蘭市   岩出市 橋本市  紀の1闘 市 新富市

謎卜撻鍬赳奈良梁

大販府 1 43

被害告知 jけ 西町

和歌山緊
|

|

事前登劉  広川町  紀美野町  太地町 由良町 日高町  日衝■:●I

御坊市  臼辺市  有讚翼:町

印南町  みなべ町  白浜町

鴻浅町 i

二億由厳 :

I兵鷺柴

豊本町  吉座■l町  那響鱗浦町  Jヒ 盤村 九度山町

技審告知 湯湯町  広〕‖酎   由 妻浜町   日高町  日高 111町 みなべ町  白浜町 菫田町 すさみ町  串本町
大地町  那

甕中市  民 阪南市  茨本市 熊取町

全市町村

加菜市   三胸市 加西市 三本市 加古川市 相生南 籐山市 西腟市
市り11町 神河町 福衝駒 美 町 新温泉町 豊 岡 警父市 穴粟市 鐘 路

事前登銀

華津市 甲賀市   彦根市

近江八幅爺

作 市

福山市  大銃上島町 安芸太熙町 島市 府中市  JL広
福山市 大鋳上議町

暮前登織 :豊市駒

大露市

事前登録 全市町鴬

`81事
前登録 1全市町利

等 響 葉 義 藍 亜 函 ≡ 壷 憂 匠 壺 璽 亜 五 蘇 琵 蔦穐 3焉再 辱
=葛

|

南阿蘇村  産出荷   菊陽町

: :: :祖審告知| ヨ向言  え事の 富壼■…二壁墜= 
華驚市__重都壼二_務市三I F]″ 海言

1騨 壕 ポ
墾

≒
聾 鉦 壺 堕 L塑 堕 二 型 Lユ 壺 亜 菱 嚢 ___       =重

酸 県
1機

姜螂町

壁型鵠吾蜀爛翼器ヽ許器 f詐
~議 山=7    :

,24:番
":

前童録:全市町村

251徳島柴 峯前登録 1 阿南市

261葛 i員県i3暉餞                  |
271灘 懇 J_1 1響 確 輔 宇 和 誇 市  元 歯 中 央 窮

~ 

松 藁 署

~~~~~―
― ― … … … … … … …・

一
         

… … 一 一 ― 一 ―
        _

i    !  1事 前璧豪  菫琴T  言警F  福津市   輌灌市  筑前町  菜雄村  新富町  壕瑠市
~桂

夕!町

~糸
島市

~聯

1    :  L_二 :二J 繁4市  給量町  福岡市  筑後市  柏塁町  広:ll町  養

":福
岡県 1洸 :着

…
.     鼎       

燿 締 擬 市

飯塚市  行構市  官藩市  姿斎市  記罰打撃

:…

｀

|~1機
卸

            聯 器 椒 騨

: |:            
一 ―

みや こ町  膳澤町   ヨ奮華   僣前鑽   葦経斎:  錦■Tr ■「■撻考轟 葬 _ 嚇 詢   懸 舞   舞 戦  JLⅢⅢ  ~~~~~~~―
=

導,1、 した市区町■雀

`導
「

、予定与含を

和歌山市 _海 南市 _岩 出市 _橋 本市  紀のり:姉 _新宮市 I~扇

赤穂市  たつの市  高砂市  明石市   伊丹市   尼時市  声屋市  機磨町
被警卸 : 二 田市

粟薫市   湖南市   甲甕市   彦根市  守山市

蓼・「
j  野潟市 東近江市 愛荘町  雫良町  多賀町

革前豊崇=露三鷲舟講孝■戸鍾峰を■ :せ した議会,事前 :こ 豊鋒 :ゃ tい も1,“ iti=tた こ
==遼知する .

崚害告知登戸薯等務事
=取

得が半」明 した場合、取 られ たζ分全員に不
=に

取得されたことを奮態する。
奎市民対象=委任壮 itよ ぅて■華等をitt Lな場合、賽巌した本■に交 i寸 したことを通知する。
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土地差別調査事件の発覚…2007年

差別記載のある報告書

〈提供 解放新聞大阪支局〉

マンション建設にあたつて、広告代理店

がディベロッパー (マ ンション開発業者)

に提供したレポー トに差別的な内容がある

ことが 2007年発覚した。同和地区の所在

地などの情報を依頼主に提出していたK社

は、東京に本社のある調査会社で、事件を

起こしたのは大阪営業所であつたo不動産

の折 り込み広告を作る広告代理店などから

の依頼を受け、近畿圏内のマンション建設

について周辺の間き込みを行い校区や地域

評価などを行っていたo

その後の究明活動によって明らかになっ

たリサーチ会社は 5社、広告代理店が 13

社、デイベロッパーが 15社確認されてい

糾弾会で追及する部落解放同盟大阪府連合会赤丼隆史書記長

〈提供 解放新聞大阪支局〉

る。どこが同和地区かを調べ問題ある地域

として差別評価した報告書を作成した「リ

サーチ会社」、それを対価を支払い購入し

た「広告代理店」、差別記載のある報告書

を受け取 り続けていた「デイベロツパー」、

この三者による差別構図が数十年も延々と

続いていた実態が判明。これらの事件に関

与 した業者、これらの業者を組織する業

界、指導監督の立場にある関係行政の部落

問題、人権問題の取 り組みが鋭 く問われる

ところとなつた。同時に、土地差別調査の

規制が求められているが、2011年 3月 大

阪府部落差別調査等規制等条例が改正され

土地差別調査が規制されることとなつた。

でも、工業地色の強いエリア。近年は工場跡地がマンションや―戸建に転

用され、住宅地としての環境整備が進み、大阪近郊の住宅地として、比較的住み良い環境■lK形 成され

てきてし`る。

鬱しかしながら、エリア和∫便171Eの低き、始安の悪き、一部問題のある地域  |～ 2丁 目)が含まれている

事から、区内でも評価はlrtく、低位ポジシヨンという位置付け。

(学饉需衝)

となる。区内での評価は標準以下だが、     |ま区

内で唯―給食がある学区である点から、子供を持つファミリーからは意外に支持されている側面もある。

Ｆ一罐針（一｝ギ峰一軒一〓』

難議票徒歩勒 卜の

人気の温い嵩級住宅地
`主簿ゆ100万 円以上。

地元年職燿つ買い輩え
響、主鑢でも申3でも出
九ば3転鷲い,

量
一躇轟〓雛野鏃

F…‐
, _二

響 ilピ
■理 量

_.■    華 ,11:l

:基甕霞
=

「
    =轟

鑑靖エリア.も ともと黙嬢め町として
裁えてきたが、近鋼ま議彙濁量の
鐵響1こよるマンション腱発も富立つ。
■を■‐桑に比較釣減いながら、マ
ンシBンに比疑悔彙籠格分擦されて
おり人気.
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11 ‐ 1

F週刊朝日12012年 10月 26日 号の表紙と11月 2日号に掲載された「おゎびします」

下から 1週刊朝日|「週刊文春J:週刊新潮|の記事
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神奈川新聞(16年 4月 20日 )

東京地裁

被
差
別
部
落
記
事
削
除
を

解
放
同
盟
座
間
の
男
性
を
提
訴

全
国
の
被
差
別
部
落
の
情
報

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開

し
、
書
籍
で
出
版
し
よ
う
と
し

た
と
し
て
、部
落
解
放
同
盟
（東

京
都
）
な
ど
は
１９
日
、
座
間
市

の
男
性
翁
も
ら
に
記
事
の
削
除

と
出
版
の
差
し
止
め
、
計
約
２

億
３
３
０
０
万
円
の
損
害
賠
償

を
求
め
る
訴
え
を
東
京
地
裁
に

起
こ
し
た
。

訴
状
に
よ
る
と
、
男
性
は
自

身
が
運
営
す
る
ウ
ェ
プ
サ
イ
ト

に
被
差
別
部
落
の
所
在
地
や
同

盟
に
関
係
す
る
人
物
の
氏
名
な

ど
を
未
承
諾
で
公
開
。
ま
た
、

男
性
が
代
表
を
務
め
る
川
崎
市

多
摩
区
の
出
版
社

「示
現
全
こ

は
、
全
国
の
被
差
別
部
落
の
所

在
地
な
ど
を
ま
と
め
、
戦
前
に

作
成
さ
れ
た
「全
国
部
落
調
査
」

の
復
刻
版
の
出
版
を
計
画
し
た

と
し
て
い
る
。

原
告
側
は
、
男
性
が
公
開
し

た
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
の
記
事
や
書

籍
の
内
容
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
や
差
別
さ
れ
な
い
権
利
の
侵

害
に
当
た
る
と
主
張
。
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
氏
名
な
ど
が
掲
載
さ

れ
た
被
差
別
部
落
出
身
者
２
１

１
人
も
原
告
に
加
わ
り
、
精
神

的
苦
痛
を
負
っ
た
と
し
て
１
人

当
た
り
１
１
０
万
円
の
損
害
賠

償
を
求
め
た
。

都
内
で
会
見
し
た
原
告
の
西

島
藤
彦
さ
ん
（６２
）は

「書
籍
や

記
事
は
犯
罪
的
な
内
容
を
含
ん

で
い
る
。
部
落
差
別
は
許
さ
な

い
と
い
う
社
会
的
機
運
に
挑
戦

す
る
行
敬
こ

と
訴
え
た
。
男

性
は
取
材
に
対
し
、
「同
和
地

区
の
場
所
を
隠
す
こ
と
が
差
別

に
な
り
、
表
現
や
学
問
の
自
由

の
侵
害
に
な
る
。
全
面
的
に
争

う
」
と
し
て
い
る
。

提
訴
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た

仮
処
分
の
申
し
立
て
で
は
、
横

浜
地
裁
と
地
裁
相
模
原
支
部
が

男
性
側
に
記
事
の
削
除
や
出
版

の
差
し
止
め
を
命
じ
て
い
る
。

（報
道
３
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∞
劇
怪
眸

¨
田
に
製

轟
氣

山

口
翔

――
日
懸
器
懲
嶽

ＡＴ
彙
銀
懇
暴
愁
翼
嶽

熔
朧
Ｒ
駅
世
製
Ｒ
ｅ
択
製

※
〔

製
紙
脚

（ハ
ヽ
い
■
ヽ
釈
）
お
響
ｅ
晨
詢
ｃ
靭
冊
　
　
含

※
製
沢
Ｎ
翠
臨
Ю
ト
ロ
里
駆
麟
Ю
む
総
里
肛
薄
稲
湘
　
　
↑

（製
氷
縦
睡
）
製
眠
Ｎ
お
択
Ｋ
Ⅷ
Ю
卜
駆
里
型
報
ｅ
深
駐
ｅ
晨
拙

椰
器
冊

●

帥
雄
回
凛
≪
択
響

・
回

●

′）
⊃
劉
お
択
ｅ
≦
翻
撻
経

崚
鞍
縦
彗
彗
叫

帥
彗
回
漱
ぐ
択
響

・
回

一

５
騒
饉
密
訳
欄

郎
刑
ｅ
締
匿
薄
率
躍
Ю
む
総
製
ぐ
襦
緊
葺
響
翠
枢
深
駐
誤
欄
涸
帥
量

●

湘
透

′鋤
製

ｏ
ｌｌｌｌⅡ
昌

′警
誕
細
騨
Ю
卜
鞍
里
抑
靭
冊
囮
聞
Ю
“
里
田
Ｋ
諮
州

●

Ⅲ
択

・
暖
興
ｅ
興
羅
ｅ
痕
駐
心
傘

′滞
嬰
ｅ
母
躍
　
↑
　
辱
酬
嘉
量
ｅ
ボ
駐
↓
傘

。
経
翼

●

興
Ⅲ
ｅ
編
興
献
細

・
緊
細

●

謳
埋
駆
Ⅸ
ｅ
ｃ
収
欅
卜
渓
駐
櫻
要
細

．目

胴
理
ｅ
ｃ
製
Ю
卜
渓
眺
伸
豪
躙

〓
Ｈ

。
旧
卜
期
Ｏ

ｐ
ｎ
ｔ
押
き
駆
６
軽
騨
剛

蝋́
野
Ｏ
騨
撃
Ю
縁

期
陣
憑
里
増
製
Ю
図
却
「
盤
ｅ
Ｒ
奪
稲
湘

′ｅ

製
Ю
図
や
燃
枷
ｅ
龍
最
６
緊
獣
卸
Ю
ト
ロ
型
「

退
ｅ
爬
Ｌ
Ю
卜
区
興
型
製
緊
ｅ
罫
―
総

′壼
回

駆
麟
Ｏ
電
製
Ю
図
や
燃
枷

ｅ
籠
最

・
献
趣
Ю
ち
里
回

一
罫
ｍ
眼

当
盤
ｅ
抑
嘔
翼
響
Ю
ち
製
期
ＩＪ

Ю
硬
押
襴
螢
ｅ
劃
量
留
ぐ
翠

¨
罫
【
駅

Ⅲ
雲
ｅ

（
Ａ
中
３
雲
避
漢
廿
罵
贅
眸
ｖ
嶼
深
眺
晨
欄
榊
仰
世
）
難
嶼
暉
卜
囮
里
製
報
ｅ
渓
駐
ｅ
晨
欄
Ю
卜
Ｎ
個
馴
脚
仰
世

ノ
Ｄ
褒

゛
轡
壼
）
⊃
Ｎ
喪
Ｌ
Ю
卜
帥
嘔
Ｎ
組
戻
要

響
ｅ
早
ｅ
中
期
日
Ю
卜
晨
躙

″）
⊃
劉
置

劇
却
抑
世

）́
⊃
鞍
里
細
帥
盤

′ｐ
く
暉

引
邸
ｅ
興
専

仰
嘔
壽
響
Ｏ
帥
戻
欄

Ю
卜
可
個
響
Ｎ
Ⅲ
量

一
罫

引
駅
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障害者差別解消法

書
自凛
法
の
趣
旨
徹
底
せ
ず

四
月
に
施
行
さ
れ
た
障
害
者
差
別
解
消
法
で
策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
対

応
要
領
を
実
際
に
作
っ
た
全
国
の
市
区
町
村
は
、
飢
％
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。
同
法
は
職
員
が
障
害
者
に
対
し
て
不
当
な
差
別
を
せ
ず
、
合
理
的
な
配
慮

を
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
お
り
、
職
員
が
ど
う
障
害
者
と
接
す
れ
ば
い
い
か
ま
と

め
た
文
警
が
対
応
要
領
だ
。
法
律
に
基
づ
き
障
害
者
施
策
を
進
め
る
市
区
町
村

が
、
法
の
趣
旨
を
徹
底
し
て
い
な
い
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
（城
島
建
治
）

法
律
を
所
管
す
る
内
閣
府
が
　
　
合
理
的
配
慮
と
は
、
例
え
ば

全
国
の
自
治
体
に
ア
ン
ケ
ー
ト
一車
い
す
利
用
者
の
た
め
に
役
所

し
、
四
月
一
日
時
点
で
ま
と
め
一入
り
口
に
段
差
ス
ロ
ー
プ
を
設

た
。
全
国
千
七
百
四
十
一
の
市
一置
す
る
こ
と
。
ど
の
よ
う
な
配

区
町
村
の
う
ち
、
対
応
要
領
を
一慮
が
必
要
か
は
障
害
の
種
類
や

策
定
し
た
の
は
三
百
七
十
二
。　
一程
度
に
よ
っ
て
違
う
た
め
、
職

員
に
は
柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら

れ
る
。
法
律
は
全
国
の
市
区
町

村
に
対
し
、
自
治
体
内
で
暮
ら

す
障
害
者
や
関
係
者
ら
に
意
見

を
聞
い
た
上
で
、
対
応
要
領
を

策
定
す
る
よ
う
義
務
づ
け
た
。

全
国
的
に
策
定
が
進
ん
で
い

な
い
理
由
と
し
て
、
政
府
の
対

応
の
遅
れ
が
あ
る
。
法
律
は
、

政
府
は
自
治
体
の
対
応
要
領
策

定
に

「
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
定
め
る
が
、
具
体
的

な
取
り
組
み
と
し
て
は
、
二
〇

一
五
年
十

一
月
に
県
と
政
令
指

一
定
都
市
の
職
員
を
集
め
て
、
説

い
明
会
を
開
い
た
の
み
。
都
内
の

自
治
体
担
当
者
も

「
政
府
に
協

力
し
て
も
う

っ
た

こ
と
は
な

一
い
」
と
話
す
。
内
閣
府
は

「
自

障
害
者
差
別
解
消
法
　
２
０
１
３
年
６
月
に
成
立
し

た
。
国
の
機
関
、
地
方
自
治
体
、
民
間
事
業
者
に
対

し
、
不
当
な
差
別
的
対
応
を
禁
止
し
た
上
で
、
合
理
的
な
配
慮

（そ
の
場
で
可
能
な
配
慮
）
を
義
務
づ
け
た
、́
行
政
機
関
は
法

的
義
務
、
民
間
は
一
律
に
対
応
で
き
な
い
と
し
て
努
力
義
務
に

し
た
が
、
民
間
事
業
者
が
政
府
か
ら
報
告
を
求
め
ら
れ
て
も
従

わ
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の
報
告
を
し
た
場
合
、
罰
則
が
科
さ
れ

る
。
法
の
趣
旨
を
周
知
す
る
に
は
時
間
が
必
要
と
の
理
由
で
、

施
行
は
１６
年
４
月
に
な
っ
た
。

東京新聞(16年4月 28日 )

自治体が策定した
対応要領の例

(東京都文京区の場合)

■爾幅弱開別

「

ヂ)助者 ぼ肇亀

障害者を無視
して支援者や
介助者に
働きかける

駐 I椰ぽ

カラーユニノ(―サルデザイン
を踏まえEp刷物を見やすくする

具体的な対応要領が
あれば職員も適切な対応が

しやすい

職員対応例

文京区示す

治
体
に
は
対
応
要
領
を
つ
く
る

義
務
が
あ
る
の
で
、
積
極
的
に

働
き
掛
け
て
い
く
」
と
話
す
。

法
律
は
一
三
年
六
月
に
成
立

し
た
。
施
行
を
約
二
年
後
に
し

た
の
は
、
行
政
や
民
間
事
業
者

に
準
備
期
間
が
必
要
だ
か
ら

で
、
自
治
体
は
四
月
一
日
の
施

行
と
同
時
に
対
応
要
領
の
策
定

が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

障
害
者
政
策
に
詳
し
い
慶
応

大
の
岡
原
正
幸
教
授

（社
会

学
）
は

「対
応
要
領
を
策
定
し

た
自
治
体
が
あ
ま
り
に
も
少
な

い
一
職
員
の
対
応
が
不
十
分
だ

っ
た
り
、
障
害
者
と
の
認
識
の

違
い
か
ら
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
の

は
目
に
見
え
て
い
る
。
政
府
は

早
急
に
自
治
体
へ
の
協
力
体
制

を
築
く
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘

す
る
．

障
害
者
差
別
解
消
法
を
巡
っ

て
は
、
内
閣
府
が
全
国
の
市
区

町
村
に
障
害
者
の
相
談
窓
口
と

し
て

「障
害
者
差
別
解
消
支
援

地
域
協
議
会
」
の
設
置
を
勧
め

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
設

鰯
は
全
体
の
６
％
に
と
ど
ま
る

こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
．
同
法
は
、
協
議
会
の
薦
務

を
市
区
町
村
が
務
め
る
と
定
め

て
い
る
．

対
応
要
領
を
策
定
し
た
自
治
体
の
う

ち
、
東
京
都
文
京
区
は
職
員
が
気
付
き

に
く
い
不
当
な
差
別
の
例
に

「本
人

（
障
害
者
）
を
無
視
し
て
支
援
者
や
介

助
者
に
働
き
か
け
る
」
こ
と
を
挙
げ

た
。
障
害
者
の
要
望
を
受
け
て
含
理
的

な
配
慮
と
し
て

「
（色
弱
者
や
高
齢
者

を
含
む
す
べ
て
の
人
に
見
分
け
や
す
い

色
づ
か
い
を
す
る
）
カ
ラ
ー
ユ
ニ
パ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
踏
ま
え
、
印
刷
物
を

つ
く
る
際
は
見
や
す
く
、
分
か
り
や
す

＜
配
慮
す
る
」
と
明
記
し
た
。

区
内
に
住
む
障
害
者
ら
を
対
魚
に
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
職
員
対
応
に
差
別

を
感
じ
た
経
験
や
、
障
害
者
が
必
要
と

す
る
合
理
的
配
慮
の
具
体
例
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
計
二
百
四
十
三
件
の
回
答
が

寄
せ
ら
れ
、対
応
要
領
に
反
映
さ
せ
た
。

文
京
区
の
よ
う
に
地
元
に
住
む
障
害

者
の
意
見
を
聞
い
て
対
応
要
領
を
簾
定

す
れ
ば
、職
員
は
対
応
し
や
す
く
な
る
。

mmori
テキスト ボックス
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婚 外 子 差 別「違 憲 」

●婚外子の相続格差規定の違憲判断が適用される時期

i菫用さ4生Q_運用三4在いX」

1995年 7月  2000年 9月
大法廷の 最後に最高裁で
合憲決定 合憲とされた

相続の開始時点

婚
外
子
の
遺
産
相
続
分
に
格
差
を
設
け
た
民
法
の

規
定
を

「
違
憲
」
と
し
た
４
日
の
最
高
裁
大
法
廷
決

定
は
、
今
回
の
違
憲
判
断
の
効
力
が
既
に
解
決
し
た

他
の
相
続
に
は
及
ば
な
い
こ
と
も
明
示
し
た
。
過
去

の
相
続
争
い
が
蒸
し
返
さ
れ
、
混
乱
が
生
じ
る
の
を

防
ぐ
現
実
的
な
選
択
だ
が
、
相
続
分
が
法
律
婚
の
子

の
半
分
し
か
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
婚
外
子
に
は
不
公

平
感
が
残
り
、
反
発
も
予
想
さ
れ
る
。

（
社
会
部

森
下
義
臣
、
政
治
部
　
一局
橋
宏
平
、
本
文
記
事
１
面
）

不
公
平
感
招
く
懸
念

■

安
定
を
優
先

「
解
決
済
み
の
相
続
を
覆
す

の
は
相
当
で
は
な
い
」

こ
の
日
の
決
定
は
、
問
題
の

規
定
が
遅
く
と
も
２
０
０
１
年

７
月
の
時
点
で
は

「
違
憲

・
無

効
」
だ

っ
た
と
判
断
す
る

一
方

で
、
こ
の
時
期
以
降
に
始
ま

っ

た
相
続
で
、
裁
判
所
で
の
審
判

や
調
停
、
親
族
間
の
遺
産
分
割

協
議
な
ど
で
決
着
し
た
も
の
に

は
効
果
は
及
ば
な
い
と
し
た
。

最
高
裁
が
違
憲
の
判
断
を
示

す
だ
け
で
な
く
、
あ
え
て
判
断

の
効
力
に
ま
で
言
汲
し
た
の

は
、
社
会
に
混
乱
を
招
か
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
だ
。
規
定
を

違
憲
と
す
る
だ
け
で
は
、
婚
外

2001年 7月   2013年9月

蓬曇2套唇層  奎馨段2
相続の開始時点

7月に口頭弁論が行われた最高裁大法廷

奨澄嚢%X_|´騒殿 10

混
乱
回
避
効
力
を
明
示

子
側
が
遺
産
分
割
の
や
り
直
し

や
、
相
続
後
に
第
二
者
に
渡

っ

た
不
動
産
な
ど
の
取
り
戻
し
を

求
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

決
定
は

「
規
定
の
合
憲
性
を

前
提
に
行
わ
れ
た
裁
判
や
合
意

に
ま
で
違
憲
判
断
が
及
ぶ
と
、

法
の
安
定
性
が
著
し
く
害
さ
れ

る
」
と
強
調
し
た
。
仮
に
解
決

済
み
の
相
続
を
巡

っ
て
、
婚
外

子
側
が
遺
産
分
割
の
無
効
を
求

め
て
訴
え
て
も
、
裁
判
所
が
認

め

る

余

地

は

な

い
と

み

ら

れ

る
。川

岸
留
秘

。
早
稲
田
大
教
授

（憲
法
）
は

「
遺
産
分
割
を
全

て
や
り
直
す
の
は
不
可
能
で
、

最
高
裁
は
混
乱
を
避
け
る
た
め

に
合
理

的

な

方

法

を

選

択

し

蔵

≦

舗

魏

螂
討

纂

味
も
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
話
す
。

■

半
分
の
ま
ま

た
だ
決
定
が
違
憲
判
断
の
効

力
に
言
及
し
た
こ
と
で
、
不
公

平
感
を
抱
く
婚
外
子
が
出
て
く

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

決
定
に
よ
れ
ば
、

０１
年
７
月

以
後
に
始
ま

っ
た
相
続
で
も
、

裁
判
な
ど
で
争
い
が
続
い
て
い

る
案
件
で
は
婚
外
子
と
婚
内
子

の
相
続
分
が

「
平
等
」
と
さ
れ

る
の
に
対
し
、
既
に
解
決
し
た

案
件
で
は
婚
外
子
の
取
り
分
は

婚
内
子
の
半
分
の
ま
ま
に
な
る

か
ら
だ
。

最
高
裁
に
よ
る
と
、
遺
産
分

割
の
審
判
や
調
停
で
、
規
定
が

問
題

と

な

る

相
続

は

０１

年
以

降
、
１
０
０
０
件
程
度
あ
る
と

一醒
冬

望

関
東
地
方
の
４０
歳
代
の
男
性

は
ヽ

０６
年
に
死
亡
し
た
父
の
遺

産
を
巡
り
、
規
定
の
違
憲
性
を

訴
え
て
提
訴
中
で
、
判
決
に
は

今
回
の
決
定
が
反
映
さ
れ
る
見

通
し
だ
。
男
性
は

「
違
憲
判
断

が
出
て
安
心
し
た
」と
喜
ぶ
が
、

代
理
人
弁
護
士
は

「
訴
訟
が
早

く
進
ん
で
い
れ
ば
、
敗
訴
し
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。
司
法
や

国
会
の
都
合
で
、
国
民
が
痛
み

一に
消
「
詢
御
爾
驀
祐
¶
で
は
な

１
審
で
敗
れ
た
後
、

９３
年
に

２
審
で
違
憲
の
決
定

（
確
定
）

を
得
た
東
京
都
内
の
女
性
（
５９
）

曇
整

保
守
系
議
員
も
前
向
き

民
瀬
研
断
ｍ
Ⅶ
断
書
結
議
郭
扁

一

ど
の
反
対
で
過
去
２
回
頓
挫
し

て
い
る
。
今
回
も
多
少
の
難
航

は
予
想
さ
れ
る
が
、
最
高
裁
に

よ
る
違
憲
判
断
は
重
く
、
法
改

正
実
現
の
可
能
性
は
こ
れ
ま
で

に
な
く
高
ま

っ
て
い
る
。

民
法
改
正

へ
向
け
た
政
府
内

の
最

初

の

動

き

は

１

９

９

６

年
。
国
連
の
是
正
勧
告
な
ど
を

受
け
、
法
制
審
議
会
が
改
正
要

綱
を
法
相
に
答
申
し
た
。
だ
が
、

要
綱
に
は
夫
婦
が
別

々
の
姓
を

名
乗
る
こ
と
が
で
き
る

「
選
択

的
夫
婦
別
姓
」
の
導
入
な
ど
が

盛
り
込
ま
れ
た
た
め
、
与
党
の

自
民
党
か
ら

「
家
族
の

一
体
感

を
損
な
い
、
家
庭
崩
壊
に
つ
な

が
る
」
な
ど
の
声
が
上
が

っ
た
。

結
局
、
答
申
は
法
案
化
さ
れ
ず
、

以
後
放
置
さ
れ
た
ま
ま
だ
。

民
主
党
政
権
下
の
２
０
１
０

年
に
は
、
当
時
の
千
葉
景
子
法

婚
外
子
の
相
続
差
別

に
関
す
る
最
高
裁

の
決
定
を
受
け
、
記
者
の
質
問
に
答
え

る
谷
垣
法
相

（
４
日
、
法
務
省
で
）

相
が
法
改
正
を
主
導
し
た
が
、

連
立
政
権
を
組
ん
で
い
た
国
民

新
党
が
夫
婦
別
姓
な
ど
に
強
硬

に
反
対
し
、
見
送
ら
れ
た
。

法
務
省
は
、
法
改
正
を
急
ぐ

観
点
か
ら
、
今
回
は
夫
婦
別
姓

を
切
り
離
す
方
針
で
、
保
守
系

の
議
員
か
ら
も
好
感
す
る
声
が

上
が

っ
て
い
る
。
谷
垣
法
相
は

４
日
、
記
者
団
に

「
で
き
る
だ

け
速

や

か

に
対

策

を

講

じ
た

い
」
と
強
調
し
た
。

●法律を違憲とした過去の最高裁の判断

法律規定  判断時期      内容

ミスについて

海外に居住する日本人の投票
を制限した規定

日本人の父から生後認知され

た婚外子の国籍取得に両親の
婚姻を求めた規定

は

「
裁
判
所
か
ら
合
憲
判
断
を

示
さ
れ
、
涙
を
の
ん

で
規
定
を

受
け
入
れ
た
婚
外
子
も
少
な
く

な
い
は
ず
。
せ
め
て
０１
年
以
降

の
相
続

に
つ
い
て
は
や
り
直
し

を
認
め
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
」
と
話
す
。

二
宮
周
平

・
立
命
館
大
教
授

（
家
族
法
）
は

「
決
定
は
、
子

を
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と

を
強
調
し
た
が
、
相
続
の
や
り

直
し
を
認
め
な
い
こ
と
で
、
救

済
さ
れ
る
婚
外
子
と
、
そ
う
で

な
い
婚
外
子
の
間
の
格
差
を
認

め
る
結
果
と
な

っ
た
。
決
定
の

効
果
ま

で
は
言
及
せ
ず
、
や
り

直
し
を
求
め
る
か
ど
う
か
は
当

事
者
の
判
断

に
任
せ
て
も
良
か

っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

過
去
に
最
高
裁
で
法
令
が
違

憲
と
さ
れ
た
８
例
で
は
、
い
ず

れ
も
判
決
後
に
国
会
が
立
法
措

置
で
是
正
し
た
。
自
民
党
内
に

は
、
最
高
裁
決
定
に
つ
い
て
「
家

族
の
あ
り
方
を
含
め

て
じ

っ
く

り
議
論
す

べ
き
だ
」
と
の
指
摘

も
あ
る
が
、
「
司
法
と
の
対
立
は

避
け
る

べ
き
だ
六
幹
部
）
と

の

声
が
支
配
的
。
こ
の
問
題

で
か

つ
て
法
改
正
に
慎
重
な
考
え
を

示
し
て
い
た
高
市
政
調
会
長
は

４
日
、

「
最
高
裁
の
判
断
を
厳

粛
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
政
府
と
緊
密

に
連
携
し

な
が
ら
真
摯

に
対
応
し
た
い
」

と
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
。

民
主
党
は
４
日
、

「
最
高
裁

判
断
を
歓
迎
す
る
」
と
の
桜
井

政
調
会
長
名
の
コ
メ
ン
ト
を
発

表
。
公
明
党
の
山

口
代
表
も
記

者
団
に

「
素
早
い
対
応
を
取
る

こ
と
が
国
会
の
務
め
だ
」
と
の

考
え
を
示
し
た
。

鑽
ポ
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婚外子相続格差

Ｌ
ド
』
ド
褥
予

家
族
観
の
変
化
に
沿
う
違
憲
判
断

日
本
人
の
家
族
観
の
変
化

を
踏
ま
え
た
歴
史
的
な
違
憲

判
断

で
あ
る
。

結
婚
し

て
い
な
い
男
女
間

に
生
ま
れ
た
非
嫡
出
子

（
婚

外
子
）
の
遺
産
相
続
分
を
、

結
婚
し
た
夫
婦
の
子
の
２
分

の
１
と
し
た
民
法
の
規
定
に

つ
い

て
、

最
高
裁
大
法
廷
は

「
法
の
下
の
平
等
」

を
保
障
し
た
憲
法
に
違
反
す
る
と
の
決

定
を
出
し
た
。

「
区
別
す
る
合
理
的
な
根
拠
は
失
わ

れ
た
」
と
の
理
由
か
ら
だ
。

最
高
裁
は
１
９
９
５
年
ヽ
民
法
の
こ

の
規
定
を

「
合
憲
」
と
判
断
し
た
。
今

回
、
正
反
対

の
結
論
に
な

っ
た
の
は
、

婚
外
子
を
巡
る
状
況
の
移
り
変
わ
り
を

重
視
し
た
結
果
と
言
え
よ
う
。

決
定
は
、
相
続
制
度
を
定
め
る
際

に

考
慮
す

べ
き
要
件
と
し

て
、
国
の
伝
統
、

社
会
事
情
、
国
民
感
情
を
挙
げ
た
。
そ

の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
要
件
は

「
時
代

と
共
に
変
遷
す
る
た
め
、
合
理
性
に
つ

い
て
不
断
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。

民
法
が
国
民
生
活
に
密
接
に
関
わ
る

法
律
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然

の
指
摘
で
あ
る
。

近
年
、
婚
外
子
の
出
生
が
増
え
て
い

る
。
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
い
う
言
葉
も

定
着
し
た
。
事
実
婚
も
珍
し
く
な
く
な

っ
た
。
婚
外
子
を
特
別
視
す
る
風
潮
は

薄
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

住
民
票
や
戸
籍
の
続
き
柄
の
表
記
で

は
、
出
生
に
よ
る
区
別
が
既
に
廃
止
さ

れ
て
い
る
。

欧
米
で
は
相
続
格
差
の
撤
廃
が
進

み
、
主
要
先
進
国
で
格
差
が
残

っ
て
い

る
の
は
日
本
だ
け
に
な

っ
て
い
る
。

違
憲
判
断
は
、
こ
う
し
た
流
れ
の
延

長
線
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

今
回
の
決
定

で
特
徴
的
な
の
は
、
婚

外
子
の
権
利
保
護
を
最
優
先
に
考
え
る

べ
き
だ
と
い
う
姿
勢
を
色
濃
く

に
じ
ま

せ

て
い
る
点
だ
。

内
閣
府

の
昨
年
の
世
論
調
査

で
も
、

婚
外
子
に
対
し
、
法
律
上
、
不
利
益
な

扱
い
を
し

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
人

は
６‐
％
に
上

っ
て
い
る
。

「
父
母
が
婚
姻
関
係
に
な
か

っ
た
と

い
う
、
子
に
と

っ
て
は
自
ら
選
択

・
修

正
す
る
余
地
の
な
い
事
柄
を
理
由
と
し

て
、
そ
の
子
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
」
。
最
高
裁
の
こ
の
判

断
を
、
多
く
の
国
民
は
違
和
感
な
く
受

け
止
め
る
の
で
は
な
い
か
。
　

一

婚
外
子
の
相
続
格
差
の
規
定
は
明
治

時
代

に
設
け
ら
れ
、
戦
後
の
民
法

に
受

け
継
が
れ
た
。
法
律
婚
の
重
視
と
い
う

伝
統
的
な
結
婚
観
が
根
底
に
あ
る
。

相
続
分
を
半
分

に
す
る
と
い
う
規
定

が
、
結
果
と
し
て
婚
外
子
の
差
別
を
助

長
し
て
き
た
面
は
否
め
な
い
。

最
高
裁

の
決
定
を
受
け
、
菅
官
房
長

官
は

「
立
法
的
手
当

て
は
当
然
だ
」
と

語

っ
た
。
早
け
れ
ば
臨
時
国
会
に
民
法

改
正
案
を
提
出
す
る
方
針
だ
。

速
や
か
な
改
正
を
求
め
た
い
。
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自
民
党
の

「性
的
指
向
・
性
自
認
に
関
す
る
特
命
委
員

ムご

（委
員
長
＝
古
屋
士
司
ｒ
元
国
家
公
安
委
員
長
）が
、

性
的
少
数
者

（Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
）
に
関
す
る
基
本
方
針
を
ま
と

め
た
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
へ
の
理
解
促
進
に
向
け
た
議
員
立
法
を

目
指
す
が
、
同
性
カ
ツ
プ
ル
を
結
婚
に
相
当
す
る
関
係
と

認
め
る
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
導
入
は
お
ろ

か
、
差
別
禁
止
規
定
や
罰
則
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
¨̈

研
究
者
か
ら
は

「文
書
そ
の
も
の
に
矛
盾
や
認
識
不
足
が

あ
る
」
と
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。　
曾
一沢
典
丈
）

意
に
基
づ
い
て
の
み
婚
姻
が
成

立
す
る
と
い
う
こ
と
が
碁
本
」

と
一
蹴
し
た
と
お
り
、
最
初
か

ら
蚊
帳
の
外
だ
っ
た
．

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
め
ぐ
っ
て
は
、

旧
民
主
党
が
昨
年
十
二
月
、
腱

用
現
場
で
の
Ｌ
Ｃ
Ｂ
Ｔ
差
別
禁

止
を
義
務
化
し
、
勧
告
に
従
わ

な
い
企
業
を
公
表
す
る
と
と
も

に
「
バ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度

も
施
行
後
に
検
討
す
る
と
し
た

法
案
骨
子
を
ま
と
め
た
。現
在
、

与
党
を
含
む
超
党
派
の
議
員
連

盟
が
内
容
を
詰
め
て
い
る
、

一
方
、
自
民
党
は
二
〇
一
二

年
発
表
の
改
憲
草
案
で
、
婚
姻

関
係
を
定
め
た
二
四
条
に
家
族

の
重
要
性
を
説
く
一
文
を
第
一

項
に
挿
入
し
、
個
人
の
生
き
方

よ
り
も
過
去
の
家
父
長
制
的
な

家
族
観
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
打

ち
出
し
た
。
今
回
の
基
本
方
針

は
、
古
屋
氏
ら
保
守
派
が
超
党

派
の
動
き
を
け
ん
制
す
る
狙
い

も
あ
る
よ
う
だ
。

渋
谷
区
の
同
性
カ
ツ
プ
ル
証

明
書
の
交
付
第
一
号
と
な
っ
た

増
原
裕
子
さ
ん
宅
ι
は

「自
民

党
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
問
題
解
決
に

前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
た
こ
と

は
評
価
し
た
い
」
と
し
つ
つ

も
、

「今
、
偏
見
な
ど
で
苦
し

む
当
事
者
は
た
く
さ
ん
い
る
ぃ

差
別
禁
止
の
法
整
備
に
踏
み
込

ま
な
か
っ
た
の
は
物
足
り
な

い
」
と
残
念
が
る
．

渋
谷
区
と
同
等
の
取
り
組
み

は
他
の
自
治
体
で
も
始
ま
っ
て

い
る
。
東
京
都
世
田
谷
区
は
条

例
で
は
な
く
、
首
長
の
権
限
で

策
定
で
き
る
要
綱
に
基
づ
き
、

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
擬

警
の
交
付
制
度
を
昨
年
十

一
月

に
ス
タ
ー
ト
．世
田
谷
方
式
は
、

三
霊
県
伊
賀
市
が
既
に
取
り
入

れ
た
ほ
か
、
兵
庫
県
宝
塚
市
や

那
覇
市
も
検
討
し
て
い
る
、

機
原
さ
ん
は

「自
治
体
の
取

り
組
み
が
自
民
党
を
動
か
し
た

と
思
う
が
、
今
回
の
基
本
方
針

は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
マ
イ
ル
ド
に
理

解
し
て
い
こ
う
と
い
う
内
容

で
、
ど
こ
ま
で
実
効
性
が
あ
る

の
か
」
と
疑
間
視
す
る
。

東
京
大
大
学
院
の
満
水
晶
子

准
教
授

（ジ
エ
ン
ダ
ー
研
究
）

は
基
本
方
針
の

「考
え
方
」
に

厳
し
い
視
線
を
注
ぐ
．̈

「性
的
指
向
や
性
自
認
を
カ

ム
ア
ウ
ト
す
る
必
要
の
な
い
社

会
と
は
、
誰
に
カ
ム
ア
ウ
ト
す

る
か
し
な
い
か
、
個
人
の
選
択

に
任
さ
れ
る
こ
と
が
大
前
提
．

だ
が
、
現
行
の，
戸
絡
や
住
民
票

の
性
別
記
載
、
性
別
変
更
の
要

件
な
ど
は
、
こ
の
前
提
に
反
し

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『考
え
方
」
に
は

， 現
行
の
法

制
度
を
蜂
露
」
と
静
か
れ
、
変

更
す
る
つ
も
り
が
な
い
。
カ
ム

ア
ウ
ト
の
必
要
を
な
く
す
に

は
、
婚
姻

４
家
族
制
度
を
抜
本

的
に
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
に
矛
盾
し
て
い
る
」

加
え
て

「Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
へ
の
理

解
が
進
ん
で
い
な
仲
現
状
の

中
、
差
別
禁
止
が
先
行
す
れ

ば
、
か
え
っ
て
意
図
せ
ぬ
加
害

者
が
生
じ
る
」
と
の
一
文
を
問

題
視
す
る
．

「差
別
と
は
加
富
者
が
意
図

す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
起

こ
る
．
今
、
偏
見
や
差
別
に
よ

る
被
害
者
が
目
の
前
に
い
る
の

に
、
そ
の
救
済
よ
り
前
に
、
さ

ら
な
る
加
害
者
が
出
る
こ
と
を

懸
念
す
る
の
は
、
国
際
的
な
差

別
撤
廃
運
動
の
方
向
性
に
も
逆

行
す
る
。
自
民
党
の
差
別
間
暇

に
対
す
る
認
識
不
足
を
徴
呈
し

た
、
信
じ
難
い
論
理
だ
」

二
十
七
日
に
公
表
さ
れ
た
基

本
方
針
は
、
「考
え
方
」と

「政

府
へ
の
要
望
」か
ら
な
る
。
「考

え
方
」
は
、
社
会
が
性
的
指
向

・
性
自
認
の
多
様
性
を
受
容
す

一　
　
　
　
　
　
一

る
よ
う
国
民
の
理
解
を
促
し
、

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
当
事
者
が

「カ
ム
ア

ウ
ト

（表
明
）
す
る
必
要
の
な

い
社
会
」
を
目
標
に
掲
げ
る
．

「要
望
」
は
、
教
育
・
雇
用
現

場
で
当
事
者
へ
の
い
じ
め
や
差

別
が
あ
っ
た
場
合
、
啓
発
や
指

導
を
求
め
る
。

渋
谷
区
は
昨
年
四
月
、
全
国

初
の
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ツ
プ

条
例
を
施
行
し
た
が
一
基
本
方

針
は

「慎
重
な
検
討
が
必
要
」

と
否
定
的
だ
。
欧
米
各
国
で
認

め
ら
れ
つ
つ
あ
る
同
性
婚
は
、

古
屋
氏
が
プ
ロ
グ
で

「憲
法
二

四
条
に
規
定
さ
れ
る
両
性
の
合

救済の前に「意図せぬ加害者」懸念
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響

差
別
許
さ
ぬ
当
然
の
判
決

特
定
の
人
種
や
民
族

へ
の
憎
し
み
を
あ

お
る

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

（憎
悪
表
現
）
と

呼
ば
れ
る
言
動
の
違
法
性
を
認
め
る
初
め

て
の
司
法
判
断
が
示
さ
れ
た
。
東
京
や
大

阪
な
ど
の
在
日
韓
国

。
朝
鮮
人
が
多
く
住

む
地
域
な
ど
で
繰
り
返
さ
れ
、
社
会
問
題

化
し
て
い
る
こ
う
し
た
行
為
の
歯
止
め
に

つ
な
が
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

朝
鮮
学
校
を
運
営
す
る
学
校
法
人
が
、

「在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会

（在

特
会
）
」
や
会
員
ら
に
損
害
賠
償
な
ど
を

求
め
た
訴
訟
で
、
京
都
地
裁
は
１
２
２
６

万
円
の
賠
償
を
命
じ
、
学
校
周
辺
で
の
街

宣
活
動
も
禁
止
し
た
。
「密
入
国
の
子
孫
」

「朝
鮮
学
校
を
ぶ

っ
壊
せ
」
と
怒
鳴
り
上

げ
、
そ
の
様
子
を
撮
影
し
た
映
像
を
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
公
開
し
た
こ
と
が
業
務

を
妨
害
し
、
名
誉
を
傷

つ
け
る
不
法
行
為

と
認
め
た
。
当
然
の
判
断
だ
。

判
決
は
さ
ら
に
、

一
連
の
言
動
が
国
連

の
人
種
差
別
撤
廃
条
約
が
禁
止
す
る

「人

種
や
民
族
的
出
身
な
ど
に
基
づ
く
区
別
、

排
除
」
に
該
当
す
る
と
認
め
た
。
こ
の
よ

う
な
差
別
行
為

で
あ
れ
ば
条
約
に
基
づ

き
、
損
害
も
高
額
に
な
る
と
い
う
判
断
も

示
し
た
。

在
特
会
側
の
街
宣
活
動
は
、
学
校
が
隣

接
す
る
公
園
を
、
管
理
者
で
あ
る
京
都
市

の
許
可
を
得
な
い
ま
ま
運
動
場
と
し
て
使

っ
て
い
る

こ
と
を
非
難
す
る
も

の
だ

っ

た
。
し
か
し
判
決
は
、
事
実
を
示
す
内
容

が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
在
日
朝
鮮

人
に
対
す
る
差
別
意
識
を
世
間
に
訴
え
る

意
図
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
違
法
と
し

た
。
演
説
も
公
益
目
的
の
な
い
侮
蔑
的
発

言
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
述
べ
、

「政

治
的
意
見
を
述
べ
る
自
由

は
保
護
さ
れ

る
」
と
い
う
在
特
会
側
の
主
張
を
退
け
た
。

表
現
の
自
由
は
基
本
的
人
権
の
中
で
も

重
要
な
権
利
で
あ
り
、
デ
モ
に
よ
る
意
見

表
明
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
。
し
か
し
、

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
、
攻
撃
の
対
象
と
な

る
在
日
韓
国

。
朝
鮮
人
ら
の
尊
厳
を
傷

つ

け
、
外
国
人
に
対
す
る
偏
見
と
排
外
主
義

的
な
感
情
も
助
長
し
か
ね
な
い
。

韓
国
や
中
国
で
は
、
日
本
で
の
デ
モ
な

ど
の
様
子
が
ネ

ッ
ト
上
で
紹
介
さ
れ
、
反

日
感
情
を
刺
激
し
て
い
る
。　
一
部
の
人
た

ち
の
言
動
が
日
本
と
韓
国
や
中
国
と
の
関

係
悪
化
を
助
長
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

日
本
も
加
盟
す
る
人
種
差
別
撤
廃
条
約

に
は

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
処
罰
規

定
が
あ
る
。
コ
ー
ロ
ツ
パ
な
ど
に

は
刑
事
罰
を
科
す
国
も
あ
る
が
、

日
本
は
そ
の
部
分
を
留
保
し
て
い

る
。
新
た
な
法
規
制
を
す
れ
ば
、

表
現
の
自
由
を
お
び
や
か
し
、
行
き
過
ぎ

た
言
論
統
制
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
た
め

だ
。
判
決
は
現
行
法
で
も

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
に
対
応
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。

判
決
は
、
人
種
や
民
族
な
ど
の
違
い
に

基
づ
く
差
別
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
常
識

を
改
め
て
強
調
し
た
。
個
人
の
尊
厳
を
傷

つ
け
る
言
動
は
い
け
な
い
と
い
う
社
会
的

合
意
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
。
教

育
の
場
な
ど
を
通
じ
て
人
権
感
覚
を
育
て

る
取
り
組
み
を
充
実
さ
せ
た
い
。
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朝日新聞(16年 4月 6日 )

特
定
の
民
族
や
人
種
を
標
的

に
し
て
壼
別
を
あ
お
る
「
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
」
を
な
く
そ
う

と
、
自
民
、
公
明
障
党
が
５

日
、
対
策
法
案
を
ま
と
め
た
。

野
党
は
す
で
に
独
自
案
を
提
出

し
て
お
り
、
法
制
化
に
向
け
た

協
議
が
本
格
化
す
る
。
盤
別
根

絶
に
向
け
た
実
効
性
の
確
保
を

求
め
る
意
見
が
あ
る
半
面
、
過

度
の
規
制
は
憲
法
が
保
障
す
る

「表
現
の
自
由
」
の
抑
圧
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
と
の
指
摘
も

あ
り
、
饉
会
書
躊
の
行
方
が
注

目
さ
れ
る
。

躙
鴫帯鯖諄轟翻繍翻品1謬繊貯

言〔鷹ま朧ξ騰庭鵠諄孵鎌総躙l

[

も
意
識
し
て
法
案
化
に
動
き
出

し
た
も
の
の
、

「
定
義
を
狭
く

す
れ
ば
抜
け
道
が
で
き
る
」
な

ど
と
主
張
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

の
定
義
を
法
案
に
盛
り
込
む
こ

と
に
は
消
極
的
だ

っ
た
。
し
か

し
厳
格
な
定
義
付
け
を
求
め
る

公
明
の
意
見
を
入
れ
て
、
在
日

外

国
人

ら

に
対

象

を

経

っ
た

「
差
別
的
言
動
」
と
い
う
表
現

で
決
着
し
た
。
自
公
は
来
週
に

も
議
案
を
提
出
す
る
方
針
だ
。

難
鰺

鷲鶴
鯉
籠
乞
鰯
彎

層
が
残
る
。
民
進
の
小
川
散
大
一

け
輩

メ

襲

等

的
と
す
る
デ
モ
が
申
請
さ
れ
て
一

も
、
警
察
は
不
許
可
に
す
る
根
一

拠
が
な
い
し
、
現
場

で
手
も
出

一

せ
な
い
。

ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
は

一

何

一
つ
収
ま
ら

な
い
だ
ろ
う
」

と
実
効
性
を
疑
間
視
す
る
。

な
い
市
民
の
会
」

（在
特
会
）

な
ど
の

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
つ

い
て
、
政
府
に
法
規
制
を
促
し

た
。
自
民
は
同
月
に
対
策
会
議

を
立
ち
上
げ
た
が
、
規
制
や
法

制
化

に
後
ろ
向
き
な
意
見
が
目

立

っ
て
い
た
。

今
年
に
入
り
、
野
党
の
批
判

馬
進
は
民
主
党
時
代
の
昨
年

５
月
、
社
長
党
な
ど
と

「
人
穂

な
ど
を
理
由
と
す
る
饉
辱
、
厳

が
ら
せ
、
そ
の
他
の
不
当
な
整

別
的
言
動
」
を
蕪
止
す
る
法
案

を
国
会
に
提
出
し
た
。

野
党
案
は
与
党
案
と
同
様
に

野
党
は
「禁
止
」明
記

Ｆ
鶴
『梅
瘍
霞

罰

は
な
い
が
、

「
只

葉

一
腱

需

餌

鶴

騨

鵜

当
な
菫
別
的
言
助
を
し
て
は
な

一
し

た

。

地

元

の
中

学

生

か

ら

ら
な
い
」
と
明
配
ゃ
内
閣
府
に

一

「
『
朝
鮮
人
を
殺
せ
”
と
デ
モ

設
置
す
る

「人
種
等
菫
別
防
止

一
の
人
に
言
わ
れ
、
悔
し
く

て
懇

政
塞
密
曝

会
」
が
差
別
防
止
に

一
し
く

て

夜

も
心

配

で
臨

れ

な

関
す
る
重
要
事
項
を
潤
査
し
た

一
い
。
麓
別
は
い
け
な
い
と
い
う

り
、
行
政
機
関
に
勧
告
を
行

，

一
法
律
を
作

っ
て
助
け

て
く
だ
さ

国。自治体の責任明確に
金尚均・籠谷大法科大学院教授 く刑

法)の話 京都の朝鮮学校に在学してい
た私の子どもも、桂害に通つた。ヘイト
スピーチは個人の名誉を模害し、人周と
しての専磁を否串 危険な行為にもか
かわらず、「表現の自由」の範囲内とい
うのは勘違いだoドイツではユダヤ人の
排除燿 視された過去の反省をもとに

規811されている。日本でも立法により、

被帥 上に向けた目や自治休の責任が観
磁になるのが望ましい。

言論の自由 311限は問題
右崎工博・独協大法科大学院教授 (憲

法)の話 法脚 には十三分に慎重で

あるべきで、与野党案とも罰則を設けな
い理念法にとどめた点はぎりぎり許容さ

れる。ただ、「不当な差別的言動」とい

う言葉はあいまいであり、「筐綸Jと
「行為Jを区Bllすべきだ。自民党は公益

や公の秩序を理由に表現の自由に介入で

きるとする改意案を掲げている。雷論の

自由の制限を許さず、差別行為を防止す
る法的手当てが必要娩

褥

げ
離

輔

畔

柚
醜

鮮

魏

翻

な
場
合
、
現
場
の
警
官
が
整
別
一動
が
な
く
な
る
形
が
離
ま
し

的
露
励
と
判
断
す
れ
ば
取
り
締
一い
」
と
主
張
す
る
。

ま
り
が
で
き
る
。

『表
現
の
自
一　
　
　
　
（Ｍ
彰
、
藤
鷹
恨
こ

い
」
と
い
う
訴
え
を
聞
い
た
。

神
奈
川
県
警
に
よ
る
と
昨
年

１
月
以
降
、
川
崎
駅
周
辺
で
の

右
減
系
団
体
に
よ
る
デ
モ
は
４

件
，
３
月
鱒
日
の
衡
露
演
説
で

は
、
抗
議
す
る
市
民
を
殴
っ
て

け
が
を
さ
せ
た
と
し
て
、
右
輝

団
体
擢
成
彙
４
人
が
傷
書
容
疑

で
３
月
末
に
漱
捕
さ
れ
た
。

在
日
コ
リ
ア
ン
は
特
梅
が
あ

る
な
ど
と
主
張
す
る
在
特
会
の

結
成
は
２
０
０
６
年
幕
れ
。
京

都
市
の
京
都
蒻
静
第
一
初
級
学

校

（当
時
）
の
前
で

「朝
鮮
人

を
た
た
き
出
せ
」
な
ど
と
怒
鳴

る
衡
宜
活
動
を
行
っ
た
と
し

て
、
侮
辱
罪
で
有
罪
が
確
定
し

た
会
員
も
い
る
。
民
事
訴
麟
で

も
、
人
種
整
別
撤
廃
条
約
が
嬢

じ
る

「人
緬
鷲
別
」
と
認
め
、

高
額
の
賠
償
を
命
じ
た
判
決
が

‐４
年
に
最
高
識
で
翻
定
し
た
。

法
務
省
は
昨
年
２
月
、
な
特

会
の
前
会
長
ら
が
“
～
１１
年
に

墓
昴
不
翌
申
像
鸞
笑
髪
破

前
で
行
っ
た
衡
宣
を
初
め
て
人

織
優
書
に
あ
た
る

「熾
法
行

為
」
と
認
定
。
同
様
の
営
綺
を

行
わ
な
い
よ
う
働
告
し
た
。
た

だ
、
こ
う
し
た
対
応
は
被
害
者

か
ら
の
由
善
【が
前
提
で

「不
特

定
多
数
へ
の
行
為
を
対
象
に
す

る
こ
と
は
難
し
い
」
と
い
う
。

大
阪
市
で
は
今
年
１
月
、
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
抑
止
策
を
ま

と
め
た
全
曖
初
の
条
例
が
成
立

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
司
法
判
断
や
行
政

の

取

り

組

み

に
も

か
か

わ

ら

ず

、
被
書
は
な
お
続
く

。
政
府

が

初

め

て

実

施

し

た
調

査

で

は
ヽ

‐２
年
４
鳳
～
掲
年
９
月
に

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
デ
モ
や
衡

蹴
が
計
１

１
５
２
件
も
蜘
惚
さ

れ
た
。

１５
年
は
や
や
減

っ
た
も

の
の
、

「
沈
静
化
し

た
と
は
雪

え
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（金
Ｉ
な
書
、
憩
職
警
疑
ル
野
陥

じ

自
公
、「差
別
」の
対
象
絞
る

与
党
作
業
チ
ー
ム
露
長

で
自

民
の
平
沢
勝
栄
衆
院
議

員
は
５

日

、
与
党
案
に

つ
い
て

「
葉
止

法

で
な
く
ｍ
則
も
な
い
理
念
法

だ
が
、

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
を
許

さ
な
い
と
い
う
姿
勢
を

示
し
た

意
味
は
大
き
い
」
と
語

っ
た
。

与
党

案
は

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

に

つ
い
て
、
在

日
外

国
人
や
家

族

に
対
す
る

「
贅
別
意
識
を
助

長
ま
た
は
誘
発
す
る

目
的

で
、

地
域
社

会
か
ら
排
除
す

る
こ
と

を
籠
動
す
る
不
当
な
贅
別
的
重

動

」
と
定
義
。
前
文

で
は

「
不

当

な
整
別
的
言
動
は
許
さ
れ

な

い
」
と
明
示
し
た
。
差
別
解
消

に
向
け
て
は
、
国
や
自
治
体

に

相
談
体
制
の
整
備
や
教
育
の
カ

実
、
書
発
活
動
な
ど
の
取
り
組

み
実
施
を
求
め
て
い
る
。

法
制
化
の
き

っ
か
け
は
国
連

だ
。
同
委
は
２
０
１
４
年
３
月

の
動
曽
で

「
在
日
特
相
を
許
さ
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消に向けた取組の推進に関する法律

目次

前文

第一章 総則（第一条―第四条）

第二章 基本的施策（第五条―第七条）

附則

我が国おいては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、

適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動す

る不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるととも

に、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。

もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看

過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものでは

ない。

ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人

権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差

別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題である

ことに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明ら

かにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別言動」とは、専ら本邦の

域外にある国若しくは地域の出身者である者又はその子孫であって適法に居住する（以

下この条において「本邦外出身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発す

る目的で公然とその生命、身体、自由、名誉、若しくは財産に危害を加える旨を告知し

又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であるこ

とを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言

動をいう。

（基本理念）

第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を

深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与する

よう努めなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策

を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責

務を有する。

２ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、

国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情応じた施策を講ずるよう努めるもの

とする。

第二章 基本的施策

（相談体制の整備）

mmori
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第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとと

もに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備す

るものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外

出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する

紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するように努めるもの

とする。

（教育の充実等）

第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施

するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外

出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、その

ために必要な取組を行うよう努めるものとする。

（啓発活動等）

第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に

周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、

そのために必要な取組を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外

出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を

深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な

取組行うよう努めるものとする。

附則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（不当な差別的言動の係わる取組についての検討）

２ 不当な差別的言動に係わる取組については、この法律の施行後における本邦外出身者

に対する不当な差別言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関

する法律案に対する附帯決議（衆議院）

国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきで

ある。

一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神

に照らし、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のもので

あれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識

の下、適切に対処すること。

二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地

方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消

に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長

し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

四 本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取り扱いの実態の把握

に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関

する法律案に対する附帯決議（参議院）

国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題で

あることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、

いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲

法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処する

こと。

二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるもの

の、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様

に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者に対する不当な差別言動を助長し、又

は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

右決議する。
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部落差別の解消の推進に関する法律
２０１６年１１月成立（予定）

（目的）

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展にともなって部落

差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障す

る日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消

することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることによ

り、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

（基本理念）

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえの

ない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対す

る国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを

旨として、行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地

方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及

び助言を行う責務を有する。

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を

講ずるよう努めるものとする。

（相談体制の充実）

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関

する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

（教育及び啓発）

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解

消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

（部落差別の実態に係わる調査）

第六条 国は、部落差別の実態に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、

部落差別の実態に係わる調査を行うものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

理由
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化

が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有お保障する日本国憲法の理念にのっ

とり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である

ことに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、部落差別の

解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談

体制の充実等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

mmori
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国連が中心となって作成した人権関係諸条約一覧（2014年4月10日現在）
条 約 名 称 採 択 発 効 締約 日本が締結している条

年月日 年月日 国数 約（締結年月日）
１ 経済的、社会的及び文化的権 1966.12.16 1976.01.03 160 ★（1979.06.21）
利に関する国際規約

２ 経済的、社会的及び文化的権 2008.12.10 8
利に関する国際規約の選択議
定書

３ 市民的及び政治的権利に関す 1966.12.16 1976.03.23 167 ★（1979.06.21）
る国際規約

４ 市民的及び政治的権利に関す 1966.1216 1976.03.23 114
る国際規約の選択議定書*

５ 市民的及び政治的権利に関す 1989.12.15 1991.07.11 74
る国際規約の第２選択議定書
（死刑廃止）*

６ あらゆる形態の人種差別の撤 1965.12.21 1969.01.04 175 ★（1995.12.15）
廃に関する国際条約

７ アパルトヘイト犯罪の禁止及 1973.11.30 1976.07.18 108
び処罰関する国際条約*

８ スポーツ分野における反アパ 1985.12.10 1988.04.03 60
ルトヘイト国際条約

９ 女子に対するあらゆる形態の 1979.12.18 1981.09.03 187 ★（1985.06.25）
差別の撤廃に関する条約

10 女子に対するあらゆる形態の 1999.10.06 2000.12.22 104
差別の撤廃に関する条約の選
択議定書*

11 集団殺害罪の防止及び処罰に 1948.12.09 1951.01.12 142
関する条約*

12 戦争犯罪及び人道に対する罪 1968.11.26 1970.11.11 54
に対する時効不適用に関する
条約*

13 奴隷改正条約**
(1)1926年の奴隷条約* 1926.09.25 1927.03.09 ***
(1)1926 年の奴隷条約を改正 1953.10.23 1953.12.07 61
する議定書*
(2)1926 年の奴隷条約の改正 1953.12.07 1955.07.07 99
条約**

14 奴隷制度、奴隷取引並びに奴 1956.09.07 1957.04.30 123
隷制度に類似する制度及び慣
行の廃止に関する補足条約*

15 人身売買及び他人の売春から 1949.12.02 1951.07.25 82 ★（1958.05.01）
の搾取の禁止に関する条約

16 難民の地位に関する条約 1951.07.28 1954.04.22 145 ★（1981.10.03）
17 難民の地位に関する議定書 1967.01.31 1967.10.04 146 ★（1982.01.01）
18 無国籍の削減に関する条約* 1961.03.30 1975.12.13 45
19 無国籍者の地位に関する条約* 1954.09.28 1960.06.06 74
20 既婚婦人の国籍に関する条約* 1957.01.19 1958.08.11 74
21 婦人の参政権に関する条約 1953.03.31 1954.07.07 122 ★（1955.07.13）
22 婚姻の同意、最低年齢及び登 1962.11.07 1964.12.09 55
録に関する条約*

23 拷問及びその他の残虐な、非 1984.12.10 1987.06.26 150 ★（1999.06.29）
人道的な又は品位を傷つける
取扱い又は刑罰に関する条約

24 拷問及びその他の残虐な、非 2002.12.18 2006.06.22 63
人道的な又は品位を傷つける
取り扱い又は刑罰に関する選
択議定書*

25 児童の権利に関する条約 1989.11.20 1990.09.02 193 ★（1994.04.22）
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26 武力紛争における児童の関与 2000.05.25 2002.02.12 147 ★（2004.08.02）
に関する児童の権利に関する
条約の選択議定書

27 児童売春、児童買春及び児童 2000.05.25 2002.01.18 158 ★（2005.01.24）
ポルノに関する児童の権利に
関する条約の選択議定書

28 通報手続に関する児童の権利 2011.12.19
に関する条約の選択議定書

29 全ての移住労働者及びその家 1990.12.18 2003.07.01 46
族の権利保障に関する条約*

30 障害者権利条約* 2006.12.13 2008.05.03 116 ★（2013.12.07）
31 障害者権利条約選択議定書* 2006.12.13 2008.05.03 70
32 強制失踪からの全ての者の保 2006.12.20 2010.12.23 33 ★（2009.07.23）
護に関する国際条約

【脚注】
①「*」印は、仮称
②「**」印は、「１９２６年の奴隷条約を改正する議定書」により改正された「１９２
６年の奴隷条約」が「１９２６年の奴隷条約の改正条約」である。締約国となる方
法には、（１）改正条約の締結と、（２）奴隷条約の締結及び改正議定書の受諾との
２つがある。

③「***」印は、国連ホームページ上に締約国数の記載がないもの。

〔資料提供＝一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）〕


